
殿
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

第
十
一
号
様
式
中
「
再
交
付
申
請
書
」
を
「
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
様

式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

第
12
号
様
式
（
第
27条
の
２
関
係
）

年
月

日
船
舶
所
有
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
27条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

船
種
及
び
船
名

船
舶
番
号

総
ト
ン
数

積
付
設
備
及
び
船
倉

（
注
）
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

印

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
（
第
十
三
号

様
式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
書
」
と
い
う
。）を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
所
有
者
は
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
同
項
の
要
件
に
係
る
事
項
又
は
認
定
書
に

記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に

変
更
し
た
事
項
を
書
面
で
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

地
方
運
輸
局
長
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定
を
取

り
消
し
、
又
は
認
定
書
の
記
載
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
の
取
り
消
し
、
又
は

認
定
書
の
記
載
の
変
更
を
行
つ
た
地
方
運
輸
局
長
は
、
そ
の
旨
を
、
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
船
舶
の
所
有
者
は
、当
該
認
定
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

船
舶
所
有
者
は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再

交
付
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、
認

定
書
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
第
八
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
五
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
ノ
四
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
及
び
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

菅

義
偉

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
及
び
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項

中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」に
、「
再
交
付
申
請
書
」

を
「
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
第
二
章
第
二
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
）

第
二
十
七
条
の
二

乾
燥
し
、
か
つ
、
粉
末
で
あ
る
状
態
の
液
状
化
物
質
（
以
下
「
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
」
と
い

う
。）を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
地
方
運
輸
局
長
が
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
の
乾
燥
し
た
状
態

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
積
付
設
備
及
び
船
倉
を
有
し
て
い
る
と
認
定
し
た
も
の
に
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
の

み
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五

条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
船
舶
に
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
積
付
設
備
を
用
い
て
積
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

（
第
十
二
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
般
配
置
図

二

船
体
中
央
横
断
面
図

三

積
付
設
備
及
び
船
倉
に
関
す
る
書
類
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第 13 号様式（第27条の２関係）
乾燥粉状液状化物質運搬船認定書

第 号

船種及び船名 船舶番号 船舶所有者の氏名
又は名称及び住所

積付設備及び船倉 備考

特殊貨物船舶運送規則第27条の２第４項の規定により交付します。

年 月 日
地 方 運 輸 局 長
運 輸 監 理 部 長
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長
地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長

（氏名） 印
運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長
地方運輸局運輸支局海事事務所長
沖 縄 総 合 事 務 局 長
運 輸 事 務 所 長

第 14 号様式（第27条の２関係）
乾燥粉状液状化物質運搬船認定書再交付申請書

殿
年 月 日

船舶所有者の氏名
又は名称及び住所 印

特殊貨物船舶運送規則第27条の２第８項の規定により申請します。

船種及び船名 船舶番号 認定書の番号及び交付年月日

再交付を受けようとする理由

備考

（注） 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

平
成


年


月


日
火
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報





平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
含
水
液
状
化
物
質
（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

含
水
液
状
化
物
質
を
い
う
。）を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
以
下
「
新
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
」
と
い
う
。）の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
危
険
物
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
危
険
物

を
い
う
。）を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
以
下
「
旧
特
殊

貨
物
船
舶
運
送
規
則
」
と
い
う
。）第
十
一
号
様
式
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
の
改
正
後
の
様
式
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
（
旧
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
相
当

す
る
認
定
（
以
下
「
相
当
認
定
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

地
方
運
輸
局
長
は
、
前
項
の
相
当
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
相
当
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
新
特
殊
貨
物
船

舶
運
送
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
の
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
に
相
当
す
る
認
定
書
（
以
下
「
相

当
認
定
書
」
と
い
う
。）を
交
付
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
相
当
認
定
書
は
、
施
行
日
以
後
は
新
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
七
条
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
と
み
な
す
。

７

新
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
三
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
五
項
の
相
当
認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
三
十
三
条
第
八
項
中
「
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
相
当
認

定
」
と
、
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。






